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   今治市都市計画法に基づく開発行為等の規制に係る審査基準 

平成17年1月16日基準制定 

平成19年11月30日全部改正、平成20年1月28日一部改正、平成21年3月31日一部改正 

平成21年6月30日一部改正、平成22年1月29日一部改正、平成26年3月14日一部改正 

平成27年7月1日一部改正、平成27年12月28日一部改正、平成29年4月1日一部改正 

平成30年4月1日一部改正、令和2年4月1日一部改正、令和3年4月1日一部改正 

令和4年4月1日一部改正、令和5年4月1日一部改正 

１ 開発行為の許可（法第29条）に係る審査基準 

  開発行為の許可については、法第30条の規定に基づき、適正に許可申請の手続がなされ、その設計が

法第31条に規定する資格（一定規模以上の開発行為の設計については資格が必要）を有する者により

作成され、法第32条の規定に基づき開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、新た

に設置される公共施設を管理することとなる者と協議がなされ、更に当該申請に係る開発行為が同法

第33条の基準に適合している場合に許可し得ることとしている。ただし、市街化調整区域内で行う開

発行為（主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、法

第34条各号の基準のいずれかに該当しなければ許可できないこととなっている。 

  ① 許可申請の手続 法第30条、省令第15条～17条参照 

  ② 設計者の資格 法第31条、省令第18条～19条参照 

  ③ 公共施設管理者の同意等 法第32条、政令第23条参照 

  ④ 開発許可の基準 法第33条、政令第23条の２～29条の４、省令第20条～27条の５参照 

    法第33条に規定する許可基準に関する運用基準は、宅地防災マニュアル（国土交通省総合政策

局）及び開発許可技術的指導基準（今治市土地開発行為に関する指導要綱（平成17年今治市要綱

第４号）第６条に規定する今治市開発許可技術的指導基準）による。 

  ⑤ 市街化調整区域に係る開発許可の基準 法第34条、政令第29条の５～30条、省令第28条参照 

  本条の許可は、市街化調整区域で行う開発行為については、一般的な禁止を特定の場合に解除する許

可としての性質を有している。永続的に、開発行為の用途等が担保され、その目的が達成されることを

前提として禁止の解除を行うもので、開発行為の目的及び用途等が、永続性の観点から妥当であると判

断することができ、次の各号のいずれかに該当すれば、当該開発行為について許可することとなる。 

 (１) 法第34条第１号 

   市街化調整区域といえども、そこに居住している者の日常生活が健全に営まれるよう配慮すること

が必要なので、この要請に応えるために必要なものは、許可し得ることとしたものである。本号に

は、当該開発区域の周辺の地域に居住している者が利用する公益上必要な建築物又はこれらの者の

日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗等の建築物が該当する。 

イ 本号に該当する公共公益施設としては、いわゆる生活関連施設である公共公益施設が想定され、

主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校や、主として周辺の居住者が利用する診

療所、助産所、通所系施設である社会福祉施設、更生保護施設等が考えられる。 

本号で許可できる公共公益施設は、当該開発区域の周辺の居住者を主たるサービス対象とする

と認められるものに許可を与える本号の趣旨に基づき、当該公共公益施設がサービス対象と想定
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する開発区域周辺の居住者等を勘案のうえ適切な規模（敷地面積及び建築物の延床面積）である

ことを要する。また、診療所、助産所、社会福祉施設等において、著しく規模の大きい（建築物

の延べ床面積500平方メートル以上、敷地面積1000平方メートル以上）ものは、主として周辺の居

住者が利用するという要件に該当しないと考えられることから、原則として認められない。ただ

し、社会福祉施設のうち介護保険法に基づく「地域密着型サービス事業所」においては、建築物

の延べ床面積1000平方メートル未満、敷地面積2000平方メートル未満を上限とする。 

 

ロ 本号に該当する店舗等として、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業、

自動車修理工場等が具体的にあげられるが、当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用

に供するものとして、同種の状況にある地域には通常存在すると認められる建築物の建築の用に

供する開発行為についても、本号に該当するものと考えるべきであるので、主として周辺の居住

者の需要に応ずると認められる給油所等（法第34条第９号の給油所等の解釈に同じ）、農林漁業団

体事務所、農機具修理施設、農林漁家生活改善施設等の建築のための開発行為は、本号に該当す

る。 

    また、本号における日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店

舗等は、当該開発区域内の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象とすると認

められるものに限定するべきであるので、著しく規模の大きい（建築物の延べ床面積300平方メー

トル以上、敷地面積1000平方メートル以上）店舗等は、原則として認められない。 

    なお、本号に該当する店舗等の業種は、原則として法第34条第1号該当業種一覧表（愛媛県「開

発許可制度の手引き」第４章（表４―２）のとおり）に掲げるものが認められる。 

 (２) 法第34条第２号 

   開発行為を認容すべき特別の必要性のあるものについて、許可し得ることとしている。「鉱物資源

の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物」としては、鉱物の採鉱、選鉱その他の品位の

向上処理及びこれと通常密接不可分な加工並びに地質調査、物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発

事業の用に供するもの、すなわち日本標準産業分類Ｄ―鉱業に属する事業及び当該市街化調整区域

において産出する原料を使用するセメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕

石製造業等に属する事業に係る建築物又は第一種特定工作物が該当し、鉄鋼業、非鉄金属製造業、

コークス製造業等は該当しない。 

   「観光資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物」としては、当該観光資源の鑑賞の

ための展望台その他の利用上必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設

その他これらに類する施設で、客観的に判断して必要があると認められるものが該当する。 

   本号に該当する観光資源として、地域性、観光行政及び土地利用計画を総合的に判断して、橋及び

その周辺の景観を観光資源ととらえることも法の予定しているところであり、今治市の区域では、

来島海峡大橋及び来島海峡を観光資源としてとらえ、来島海峡大橋展望区域における当該観光資源

の有効な利用上必要な建築物について、必要な事項を定めた要綱を制定している。 

   「その他の資源」の中には、水が含まれる。したがって、取水、導水、利水又は浄化のため必要な

施設のための開発行為は、本号に該当する。なお、水を原料、冷却用水等として利用する工場等は、

原則として本号に該当しないが、当該区域で取水する水を当該区域で使用しなければならない特別

の理由があると認められるものは、本号に該当する。 

   なお、本号の資源は当該市街化調整区域にある資源に限定されると解されるほか、有効な利用とい
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う観点に立つと、あまり資源の産地から距離のあるものは認められない。 

 (３) 法第34条第３号 

   本号に基づく政令が未制定であるので、本号により許可されるものは存在しない。 

 (４) 法第34条第４号 

   市街化調整区域においては、当分の間、農業などの第１次産業が継続して営まれるものと考えられ

るが、このための開発行為は市街化の一部と考えるべきではなく、また、それがスプロール対策上

著しい支障を及ぼすおそれもないこと及び農産物の処理加工等については、これを産地において速

やかに行う等の必要があるため、許可し得ることとしたものである。同号後段に該当する建築物等

としては、当該市街化調整区域における生産物を主として対象とする畜産食料品製造業、水産食料

品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、製穀・製粉業、動植物油脂製造業、砂糖

製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製材業、倉庫業等の用に供する開発行為が

該当する。 

 (５) 法第34条第５号 

   特に地理的条件が悪い中山間地域においては基幹産業である農林業の振興を図ることが豊かで住

みよい地域づくりのために不可欠であること、特定農山村地域における農林業等の活性化のための

基盤整備の促進に関する法律第８条の所有権移転等促進計画が策定の際に都道府県知事の承認を受

けることとされており、この承認の際に土地利用が都市計画上の観点から支障が存しないことを確

認することが可能であることから、所有権移転等促進計画に適合している一定の開発行為について、

開発許可をなし得ることとしたものである。 

   本規定の適用の対象となる開発行為が同法第２条第３項第２号の農林業等活性化基盤施設である

建築物の建築の用に供するための開発行為に限定されているが、農林業等活性化基盤施設に該当す

る例としては地域特産物展示販売施設、農林業体験実習施設等が挙げられる。 

 (６) 法第34条第６号 

   中小企業振興の重要性にかんがみて、都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体

となって助成する、中小企業者の高度化に資する建築物等の建築等の用に供する開発行為を許可し

得ることとしたものである。しかし、このような開発行為といえども、原則的には市街化区域で行

うべきであって、市街化調整区域ではどうしてもやむを得ない場合に、例外的に行うこととするよ

う特に配慮することが必要である。なお、あくまでも中小企業振興の重要性に基づく例外であるか

ら、当該開発区域内に大企業が進出するようなものは、本条の趣旨からみて許されない。独立行政

法人中小企業基盤整備機構法第15条第３号ロ及び第４号（前号ロに係るものに限る。）に係る事業が

本号に該当し、具体的には同法施行令第３条第１項各号及び第３項第１号に掲げられている事業が

該当する。 

 (７) 法第34条第７号 

   市街化調整区域内に現に立地している工場（以下「既存工場」という。）における事業と密接な関

連を有する事業の用に供する建築物等で、これらの事業活動の効率化を図るため必要と認められる

ものの用に供する目的で行う開発行為であり、周辺の環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全

上特に支障がないものと認められるものについて許可し得ることとしたものである。 

   その運用に当たっては次に掲げるところによる。 
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  ア 「密接な関連」について 

本号でいう「密接な関連」とは、人的関連や資本的関連をいうものではなく、市街化調整区域に

立地する既存工場に対して自己の生産物の５割以上を原料又は部品として納入している場合であっ

て、それらが既存工場における生産物の原料又は部品の５割以上を占める場合等具体的な事業活動

に着目して、生産・組立・出荷等の各工程に関して不可分一体の関係にあること。 

  イ 「事業活動の効率化」について 

本号にいう「事業活動の効率化」とは、作業工程若しくは輸送等の効率化など既存事業の質的改

善が図られる場合を言うものであるが、その改善に当たり既存事業の量的拡大を伴う場合を含むも

のである。なお、既存工場の増設を目的とする場合は、この基準を満たすものとする。 

  ウ 申請に係る土地は、原則として既存工場の隣接地または１キロメートル以内の近接地であること。 

  エ 申請に係る建築物の敷地面積の規模は、原則として既存工場の敷地面積以下（既存工場の敷地拡

張の場合は従前と併せて２倍以下）であること。ただし、その面積が0.5ヘクタールに満たないと

きは、敷地面積の上限を原則として0.5ヘクタールとすることができる。 

  オ 倉庫、車庫等の建築については主たる用途に変更がなく合理的な理由がある場合に限られるもの

であること。「合理的な理由」としては、工場の経営管理上特に必要となった場合等があげられる

が、具体的には事業計画等により個々に判断する。 

＜留意事項＞ 

 既存工場は、日本標準産業分類（大分類）の製造業に分類される工場施設をいう。 

 

 (８) 法第34条第８号 

   危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第1種特定工作物は、事故等のリスクを勘案すると、市

街化区域に比して低密度に土地利用がなされていることが一般的である市街化調整区域内に立地す

ることを否定すべきものともいえないことから、許可し得ることとしている。 

政令第29条の６に規定する火薬庫が本号に該当する。 

 (８－２) 法第34条第８号の２ 

   市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内

に存する建築物又は第一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定

工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で

行う開発行為が該当する。 

 (９) 法第34条第９号 

   第８号と同様に、火薬類取締法に基づく火薬類の製造所が本号に該当する。 

また、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関係なく、限られた範囲内に立地することに

よりその機能を果たす建築物等については、市街化調整区域内における立地を容認しようとするも

ので、国道（旧国道を含む。）及び県道沿線において行う政令第29条の８第１号に規定する建築物等

のための開発行為を許可し得ることとしたものである。同条に規定する建築物のうち 

  ア 「道路管理施設」とは、高速自動車国道等において、その道路の維持、修繕その他の管理を行う

ために道路管理者が設置するものである。 

  イ 「休憩所」とは、自動車の運転者の休憩のための施設（宿泊施設は含まない。）であり、いわゆ

るドライブインで適切な規模（敷地面積1000平方メートル以上）のものが該当する。本号で許可
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される沿道サービスとしての休憩所は、十分な交通量のある道路における道路使用者の休憩のた

めの施設であることから、駐車場の設備や、休憩のための座席等のスペースが備わったものであ

るべきとされている。 

具体的には、24時間出入りが可能な駐車場であり、大型バスの駐車スペースが１台以上及び車

いす使用者用駐車スペースが２台以上確保、および24時間利用可能なトイレが屋外に設置され、

建物内に休憩所（として使用可能な座席）が必要となる。 

ドライブインは、日本標準産業分類で飲食店（小分類－その他の飲食店）に分類されているこ

とから、飲食やトイレなどのサービスを提供する飲食店であっても、沿道サービス施設として条

件を備えた（「休憩所」の機能を有している）ものであれば許可される場合がある。 

また、主に飲食料品の小売を中心とした小規模な小売店舗は本条第１号に該当しうる店舗であ

るが、当該小売店舗が併設された建物の主たる用途が「休憩所」と判断できる場合（休憩所を補

完するために飲食料品の小売店舗を併設する場合がこれに該当するが、建物の主たる用途が「休

憩所」か、又は「飲食料品の小売店舗」かの判断について、例えば、建物の床面積の合計に対す

る休憩のための座席等のスペースが占める床面積の割合で判断するときは、当該休憩所の部分が

50％を超えていること等により判断することになる。）は許可される場合がある。 

  ウ 「給油所等」とは、いわゆるガソリンスタンドであり、それに類似する自動車用液化石油ガスス

タンド、自動車用天然ガス燃料供給施設、自動車用水素スタンド又は自動車用充電設備施設等も

含まれる。 

 (10) 法第34条第10号 

   地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限

る。）内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合（正確に一致することを

要す。）する開発行為が本号に該当する。 

(11) 法第34条第11号 

   おおむね50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち、県

（事務処理市）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が開

発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として当該条例で定

めるものに該当しないものが本号に該当する。 

   なお、今治市は、本号に基づく条例を制定していて、自己の居住の用に供する一戸建の住宅を建築

する目的でする開発行為について認めている。 

   本条例の制定にあたっては、平成16年５月14日に策定された愛媛県都市計画マスタープランに基づ

き愛媛県条例（平成15年愛媛県条例第31号）を改正（平成16年愛媛県条例第17号）し、又は今治市

条例（平成16年今治市条例第17号）を制定して同日に施行し、当該条例の施行により今治広域都市

計画区域の全部を許可の対象区域として、自己用戸建住宅の開発行為が許可し得ることとなった。

その後、平成17年１月16日市町村合併に伴い愛媛県の所管区域と旧今治市の区域が統合されたが、

引き続き今治市条例（平成17年今治市条例第232号）を制定して、同都市計画区域の全域を許可の対

象地域として自己用戸建住宅の開発行為が認められた経緯がある。（この時点で、愛媛県条例から本

号に該当する許可の基準が削除（平成16年愛媛県条例第47号 第34条）された。） 

   ※本審査基準内の「７ 都市計画法第34条第11号に基づく条例の運用基準」を参照。 
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 (12) 法第34条第12号 

   開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において

行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、県（事務処理市）の条例で区域、

目的又は予定建築物の用途を限り定められたものが本号に該当する。 

   本号は、第14号に該当する開発行為について、法施行以来の実務の積み重ねにより、開発審査会で

実質的な審議を経なくとも定型的に処理することができるものを、事前に条例を定めて開発審査会

の議を経ずとも許可することができるとするものであるが、愛媛県及び今治市においては、本号に

基づく条例が未制定であるので、本号により許可されるものは現時点においては存在しない。 

 (13) 法第34条第13号 

   線引時に、自己の居住又は業務の用に供する建築物等を建築する目的で土地又は土地の利用に関す

る所有権以外の権利を有していた者、いわゆる既存の権利者について、経過的に許可し得ることと

したものである。 

   「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用するこ

とをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員宿舎の建設のために行

う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発行為は、これ

に該当しない。 

   「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行

われることであり、また文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設

又は宅地の造成の為の開発行為が該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗等も該当しないが、

ホテル、旅館、結婚式場、企業の従業員のための福利厚生施設等はこれに該当する。 

   開発行為を行うため農地法第５条の規定による許可を受けなければならない場合において、本号の

規定の適用を受けるためには、市街化調整区域となる前に当該許可を受けている必要がある。所有

権その他の権利の変動の効力は、許可があって初めて生ずるからである（農地法第３条第４項）。 

(14) 法第34条第14号 

   第１号から第13号までのいずれの規定にも該当しない開発行為について、当該開発行為の予定建築

物等の用途、目的、規模、位置等を個別具体的に検討し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認

められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為につい

ては、開発審査会の議を経て許可し得ることとしている。本号に該当するものとしては、愛媛県開発

審査会に付議し得る愛媛県運用基準（愛媛県「開発許可制度の手引き」第４章４－２）と基準を一致

させた「法第34条第14号に係る今治市開発許可運用基準」に適合する開発行為がある。 

   また、洪水浸水想定区域のうち、（想定最大規模降雨で）想定浸水深3.0ｍ以上となる土地の区域に

ついては、安全上及び避難上の対策を講じることとする。 
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２ 開発行為の変更の許可（法第35条の２第１項）に係る審査基準 

  開発行為の変更許可の適用対象期間は、開発行為の許可を受けた後から工事完了公告までの間におけ

る変更でなければならない。ただし、当初の開発許可の内容と同一性が失われるような大幅な変更は、

当該期間内であっても変更許可ではなく新たな開発許可となる。 

  同条第２項の規定に基づき適正に提出された申請書の変更に係る事項の内容が法第31条から第33条ま

での基準に適合し、更に市街化調整区域にあっては法第34条の基準に適合するものであれば許可し得

ることとしている。（政令第31条、省令第28条の２～28条の４参照） 

 

 

 

 

３ 開発許可を受けた土地における工事完了公告前の建築物の建築等の承認（法第37条第１号）に係る

審査基準 

  開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、何人も、建築物を建築し、又は

特定工作物を建設してはならないこととなっているが、開発工事の工程上や施行上やむを得ない場合

には建築物等の建築を承認し得ることとしている。 

  本号に該当するものとしては、官公署、地区センターその他の公益的施設を先行的に建築する場合、

既存の建築物等を開発区域内に移転し改築する場合、自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築

を宅地の造成と同時に行う場合で、これを切り離して施工することが不適当な場合等が考えられる。

また、第二種特定工作物に係る開発許可に際しては、当該開発行為（土地の区画形質の変更）と第二

種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的と認められる場合も該当すると考えられる。ただし、

このような場合であっても、本来の目的である開発行為が許可どおりに行われることの担保がない場

合であれば、支障がないと判断されない場合もある。 

 

 

 

 

４ 開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築物の新築等の許可（法第42条第１項）に係る

審査基準 

  本項の規定は、次のいずれかに該当する場合に許可し得ることとしている。 

 

・市街化調整区域内については、 

 (1) 許可申請に係る建築物が法第29条第１項第２号若しくは第３号又は法第34条の２第１項に規定す

る建築物である場合 

 (2) 当該申請が法第43条第１項第１号から第３号まで又は第５号に該当する場合 

 (3) 許可申請に係る建築物が法第34条第１号から第12号まで又は第14号に規定する建築物でその用

途と法第33条第１項第２号、第３号及び第４号に規定する基準とを勘案して支障がないと認められ、

かつ、当該区域に法第41条第１項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請に

係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第48条の規定に準じて例外許可ができると認

められるものである場合 
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・区域区分が定められていない都市計画区域であって用途地域等が定められていない区域、都市計画

区域外については、 

 (1) 許可申請に係る建築物が法第29条第１項第２号又は第３号に規定する建築物である場合 

 (2) 建築物の用途と法第33条第１項第２号、第３号及び第４号に規定する基準とを勘案して支障がな

いと認められ、かつ、当該区域に法第41条第１項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合

は、許可申請に係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第48条の規定に準じて例外許

可ができると認められるものである場合 

 

なお、本項による規制は、開発許可を受けた者に限らず、当該開発区域において新築、改築又は用途

の変更を行おうとするすべての者に適用される。 

 

 

 

 

５ 都市計画法施行令第36条第１項第３号に規定する建築物の新築等の許可（法第43条第１項）に係る

審査基準 

  本条は、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築物の新築、改

築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設について、法第29条と同様の趣旨から制限を行お

うとする規定である。したがって、許可の基準も同法第29条の開発許可とほぼ同様であるが、本条の

許可対象となるものは、ほとんどの場合自己の居住又は業務用のもので、その規模も一敷地程度と考

えられることから、災害の防止、環境の保全措置等については排水と地盤対策に限られたものとなっ

ている。（政令第34条～36条、省令第34条参照） 

 

 

 

 

６ 開発許可に基づく地位の承継の承認（法第45条）に係る審査基準 

  申請者が適法に当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取

得しているかどうかということが判断基準となる。 

  主として自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務

の用に供するものの建築若しくは建設（１ヘクタール以上のものを除く。）の用に供する開発行為以外

の開発行為にあっては、当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用があるかどう

か等に求めることとなる。 

  開発行為に関する工事をむやみに中途で廃止されると、その周辺の地域に対して溢水等の被害を及ぼ

したり、公共施設の機能を阻害したりするおそれが出てくる。このため、地位を承継しようとする者

が開発行為を遂行できる状況にあることの確認が本条により求められることとなる。 
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７ 都市計画法第34条第11号に基づく条例の運用基準 

 

 

第１号 「条例住宅に係る建築物」の許可（原始）に関する審査基準 

 １ 要旨 

   市街化調整区域において、法の規定により条例で許可し得る基準を定め、自己の居住の用に供する

一戸建の建築物を建築する目的でする開発行為を許可するものである。 

 ２ 許可基準 

(１) 申請地は、建築物を有する敷地相互間の直線で最短となる水平距離が50ｍ以内で、付属建物を

除いた主たる建物が50戸以上連たんする土地の区域にあること。 

  (２) 開発許可を受ける土地は、政令第29条の９各号に掲げる土地の区域、都市施設計画区域その他

の公共事業計画区域に含まれないこと。（例：都市計画道路、道路・河川等整備が確実に行われる

区域、自然公園法の特別地域、史跡・名勝または天然記念物の指定区域、優良な集団農地、保安

林区域、保安施設地区、保安林指定計画地、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水被害防止区域、浸水想定区域（洪水・

雨水出水・高潮で家屋倒壊等氾濫想定区域及び浸水想定深３ｍ以上の区域）等） 

  (３) 環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がない土地の区域であること。 

  (４) 開発行為により市街化を促進するおそれがある土地の区域以外の土地の区域であること。 

  (５) 開発許可を受ける土地は、新たに公共施設等の整備を要しない区域であって、開発区域周辺の

公共施設等が既に整備されて利用が可能な土地の区域であること。（例：既に上水道及び下水道が

整備されていること。条例住宅建築のために延伸することは認められない。なお、地下水を上水

として使用する場合、水質検査で飲用可能と判断されれば上水道が整備されていない場所でも可

能。浄化槽により水路放流が認められる場合は、下水道が整備されていない場所でも可能。） 

  (６) 予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建の住宅（以下「自己用住宅」という。）

で、建築基準法第48条第１項に規定する第一種低層住居専用地域内に建築できる建築物のうち、

同法別表第２(い)項第１号、第２号に掲げる建築物に該当するものであること。 

  (７) 開発許可を受ける敷地面積の規模は、165㎡以上500㎡以下のものであること。 

  (８) 予定建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内で建築可能な高さ（10ｍ以下）であること。 

 ３ 判断基準 

  (１) 申請者が、自己用住宅を保有しておらず、開発行為の許可申請時の居住地を退去し、開発区域

に自己用住宅を建築しなければならない相当の理由があること。 

  (２)  開発許可を受ける敷地は、旗竿の形状をしていないこと。ただし、線引き前より土地の形状

が旗竿である等やむを得ないと認められる場合であって、４ｍ以上又は路地上の通路部分の延長

(Ｌ)に対して100分の15を乗じた値以上の通路幅(Ｗ)が確保され、かつ道路から２番目の敷地にな

るものは、この限りでない。 

  (３) 同一人の所有である一団の土地（同一人の所有であったものを含み、同一筆であることを要し

ない。以下「一団の土地」という。）を２以上の複数の土地に分割し譲渡等する、又はしたもので

あることが明らかである場合は、次の各号の要件の全てに該当すること。 

ア 最終的に自己用住宅となる建築物が建築される場合であっても、分譲宅地の供給を目的とした

一団（２以上の複数の敷地）の一体的な計画であってはならず、宅地の分譲を目的とした土地

でないこと。また、当該一団の土地で開発行為をする土地は、申請時における所有権を有する
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者が所有権等の権原を取得してから３年以上経過していること。 

   イ 一団の土地で開発行為をする土地は、当該一団の土地に工事の完了の公告（法第36条第３項）

がなされていない開発行為（手数料を納付し、申請中のものを含む。）がない土地であること。 

  (４) 申請者と土地所有者が異なる場合において、開発許可を受けた後に、原則として申請者が開発

区域の土地の所有権を取得することが確実であること。 

  (５) 申請者と土地所有者が直系血族又は３親等内の親族の関係にある場合は、上記(３)(４)の基準

は適用しない。 

 ４ 審査の基準 

(１) 判断基準(１)に規定する自己用住宅を保有してないことについての審査の基準 

   申請者が申請適格者となる要件としては、本人及び同居予定者が自己の住宅を保有せず、借家

等に居住している場合が該当する。ただし、申請時において自己の保有する住宅に居住している

場合であっても、次のいずれかに該当するものは、保有してないものとみなすことができる。 

   ア 現在の居住している住居が、過密（不適格建築物等）、狭小（100㎡以下の敷地）、被災、立退

き等の特別の事情がある場合。 

   イ 自己が保有する住宅を処分するため第三者と締結した売買の契約等による明渡しの履行期限

等が迫っている場合など、債務履行のために自己の保有する住宅から立退く事情があり、自己

の住宅を保有しなくなることが確実であること。 

(２) 判断基準(２)ただし書きの旗竿の形状をした土地についての審査の基準 

ア 線引き前より土地の形状が旗竿である場合、道路や水路拡幅等公的な用地買収に伴い形状変

更される場合等やむを得ないと認められる場合であること。 

イ やむを得ないと認められる場合にあっては、道路から２番目の敷地であること。 

  この場合において、開発許可を受ける敷地面積は路地上の通路の面積を含めて500㎡が上限

であるが、通路部分を除いた建築物の敷地面積は165㎡以上が確保できることが望ましい。 

ウ 路地上の通路部分の幅 Ｗが、下図（例）のように十分確保できること。 

    （例） 

         隣 地（開発区域に含むことが困難な土地） 

         路地状の通路            Ｗ 

      道      Ｌ     建築敷地   4.0ｍ ≦ Ｗ 

           既存建築物がある敷地  165m2以上   又は 

                          Ｌ×15／100 ≦ Ｗ、且つ、2.0ｍ ≦ Ｗ 

                          

 (３) 判断基準(３)アに規定する宅地の分譲を目的とした土地でないことについての審査の基準 

宅地の分譲を目的としてないことについて、宅地建物取引業に該当するものは分譲目的とみな

し、「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方（平成18年３月17日国総動第81号）」を準用して、以

下の要領で審査することとする。 

ア 審査の対象となる土地 

（宅地建物取引業法第2条第1号に規定する「宅地」の考え方を準用する。） 

現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、建築物の敷地に供する目的で開発行為をす

る土地を対象とする。地目、現況の如何を問わない。 

※ 土地の地目が農地、雑種地等であっても、宅地として譲渡等する土地として取扱うので、

客観的に宅地として認められる当該土地の譲渡等の状況によっては、農地法及び都市計画
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法に抵触することもあり、是正の処分等が生じる可能性を否定できないものについては、

特に注意を要する。 

（開発許可制度運用指針「山林現況分譲、菜園分譲、現況有姿分譲等」を参照のこと。） 

イ 開発区域を含む一団の土地が分譲目的でないことの審査 

（宅地建物取引業法第２条第２号に規定する「宅地建物取引業」の判断基準を準用する。） 

      「１」は単数であるが「２以上」は複数であることは明らかであり、所有者を同じにする一

団の土地（所有者が同じであった場合を含む。）を２以上の複数の区画に分割した土地において、

その内の一区画について開発行為の許可申請があった場合は、次のとおり取り扱うこととする。 

     （ア） 一団の土地で初めてする一区画のための土地の分割により、単に分筆（分割）残地が生

じて２区画になる場合、分筆残地の区画について宅地とする一体的な計画がないものは、

当該一団の土地は宅地の分譲を目的としてないものと判断できる。 

         ただし、申請時において分筆残地の区画について宅地とする一体的な計画があることが

初めから明らかな場合（例えば、分筆残地について、あらかじめ宅地として適当な区画に

区画割した土地の分割（現地における表示の方法に限らず、分筆登記等による公示がなさ

れている場合も該当する。）がなされている場合）は、土地所有者からの上申書を申請書

と併せて各別に提出することとし、当該上申書の内容を判断の基準ａ～ｄにより判断して、

社会通念上事業性が低いものは宅地の分譲を目的としてないものとみなす。 

     （イ） ２区画以上に分割した一団の土地で開発行為の申請がある場合は、２番目からの申請書

を提出するときに、併せて土地所有者からの上申書を各別に提出することとし、判断の基

準ａ～ｄに照らして当該上申書を判断し、社会通念上事業性が低いものは宅地の分譲を目

的としてないものとみなす。 

また、上申書の内容について判断の基準ａ～ｄでは判断が困難な場合は、必要に応じて

宅地建物取引業法を管轄する行政庁に照会する等することもあるので、上申書は、照会に

必要な協議資料及び根拠を示す参考の資料の添付を要することとする。 

     （ア）           （イ-1）         （イ-2） 

       申請地    残 地            申請地 A   申請地 B           申請地 申請地  申請地 ・・・・      

                                                                      A      B     C                  

          道 路                道 路                道 路 

 

    ○ 宅地分譲目的でないことを審査するための宅地建物取引業の解釈・運用の考え方を準用した

判断の基準 

     ａ．土地を譲渡等する対象者について、当事者間に特定の関係が認められるものは事業性が低

いことから、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが当事者である場合は、

宅地の分譲を目的としてないものとみなすことができる。この場合は、次のｂ～ｄについて

必ずしも考慮しなければならないものではない。 

広く一般の者を対象に土地取引を行うものは事業性が高いとされることから、次のｂ～ｄ

により判断することとする。 

     ｂ．土地の譲渡等の反復継続性について、１回限りの土地の譲渡等として行うものは事業性が

低く、反復継続的に行うものは事業性が高いとされているが、既に複数区画に分割した２番

目からの申請であることから、１回限りでないことは明らかである。２区画目以後の申請に

ついては、次のｃ及びｄにより事業性が低いと判断できるものは宅地の分譲を目的としてない
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ものとみなす。 

※ 反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然

性も含めて判断するものとされていることや、１回の行為として行われるものであっても、

区画割りして行う宅地の譲渡（売却）等複数の者に対して行われるものは反復継続的な行為

に該当することとされている。 

     ｃ．土地の譲渡等の目的について、利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の

充足を目的とするものは事業性が低いものとされていることから、租税の納税、競売の実行

による財産処分、破産管財人がする財産処分のための任意売却等については、事業性が低い

ものとする。 

      ※ 消費貸借の利息充当等については、消費貸借等の設定は財産形成等の効果を生じて利益

を生むものであると考えられることから、通常は事業性があるものとして取り扱われるが、

債務の履行が困難な事由により競売等に付される予定であることが明らかな場合等にする

財産処分については、事業性が低いと考えられることもある。 

     ｄ．対象土地の取得経緯について、相続又は自ら使用するために取得した土地については事業

性が低く、転売するために取得した土地については事業性が高いとされていることから、自

ら使用するために取得した土地であっても、３年以内に転売する場合は事業性が高いものと

して取り扱うこととする。３年の期間については、農地法第3条の許可を受けて取得した土

地は農地以外への転用が３年間制限されていることと同様に、農地法の取扱いを準用して適

用し、農地以外の土地についても、３年以上は取得目的のとおりの用途に供するものとして

取り扱うものである。 

       相続で取得した土地又は取得してから３年以上経過している土地については、対象土地の

取得経緯について事業性が低いものとして取り扱うこととする。 

 

 

 ５ 説明 

開発許可事務が国の事務から地方の自治事務へ移管され、判断の権限を地方自治の守備範囲とし

た改正都市計画法（平成12年法律第73号）により、地域の実情に即した条例を定めることが可能に

なったことから、本条例が施行できるものである。本条例により、全国一律の基準及び愛媛県一律

の基準と併せて今治市独自の基準を導入し、市街化調整区域における建築制限を解除する開発許可

が可能なものとなっている。したがって、本条例に基づく開発許可の基準等は、法第34条第11号以

外の許可基準及び判断基準とは若干異なる部分があるが、他の許可基準とは別に今治市が独自に条

例で定めた許可基準であるので、法第33条及び第34条に定めのない部分については、法第34条第11

号に基づく条例の許可の範囲内で適用を受けるものとして取り扱われる。 

  （１）予定建築物の用途について 

   法第34条第14号に係る今治市開発許可運用基準第１号（分家住宅）、第２号（収用移転）等の許可

のように「申請人」に対して属人性（申請適格者の制限）を有する場合、又は同運用基準第８号

（市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地）等のように｢申請土地」について制限の

ある場合等の基準に対し、これら既に存する許可の基準のうち「人に対する制限」及び「建築でき

る土地の要件」について緩和し、真に自己の居住の用に供する建築物を必要とする者が一戸建ての

自己用住宅を建築する目的で行う開発行為を、本条例により許可するものである。 

   即ち、分譲宅地の供給を目的としたものではない。例えば、一つの土地を複数の区画に分割した
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後、それらの土地のいずれか一つの土地について開発行為を行う場合に、複数に分割して土地を分

譲する行為が宅地建物取引業法第２条に掲げる宅地建物取引業に該当するものは、結果として自己

の居住の用に供する建築物が建築される場合であっても、宅地建物取引業の免許を要する分譲宅地

の供給を目的とした一団の土地の区域内でする分譲宅地の開発行為とみなし、個々の区画毎に開発

許可の申請がなされても、本号に基づく条例で許可することはできない。 

  （２）公共施設等の整備を伴う開発行為でないこと 

   農地等が蚕食的に宅地化されるいわゆるミニ開発は、無秩序な市街地の拡散につながり、都市計画

において種々の弊害をもたらすために、都市計画法では区域区分を定め、市街化調整区域にあって

は一定のものを除き開発行為ができないものとされている。この都市計画法の趣旨に鑑み、また特

定大規模建築物の立地及び大規模開発に当たっては都市計画手続きを経ることとされていることか

ら、公共施設（開発道路等）の整備を伴う面的な開発行為について都市計画の手続きに係らしめる

こととし、地区計画を定める都市計画決定の手続きを経た開発行為については法第34条第10号に該

当することから、公共施設等の整備を伴うものであっても開発許可の対象となる。本条例で開発道

路等の整備を要する開発行為を許可の対象としてないのは、市街化調整区域において無秩序に立地

されるミニ開発を認容してないからであり、市街化調整区域を担保する理由があるからである。 

また、法第34条第11号が既存集落を要件としていることについては建築物が集積し市街化が進ん

でおり公共施設の整備も進んでいる地域だからであり、建築物が一定程度集積していない地域で開

発行為を容認することは、新たな公共投資を要する可能性を生じさせ、市街化を抑制すべき区域で

ある市街化調整区域の趣旨に反することになる。したがって、本条例が許可の対象とする開発行為

等において、公共施設等の設置を必要とする開発行為等はほとんど無い、と考えて差し支えない。 

  （３）環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がないこと 

開発許可は、良質な水準の宅地を担保させるために法第33条の技術基準が定められている。旗竿

形状の敷地は、宅地の環境上、防災上、安全上の観点からも良質な水準を満たしているとはいい難

く、民法の相隣関係においても将来にわたり良好な関係が形成されるとはいい難い。また、公道に

至るまでの私的な通路部分は、建物の敷地の維持若しくは効用を果たすために必要な土地で、建物

の敷地と一体として使用されていることから、その全部を宅地として取り扱うこととされているこ

とは不動産登記法における地目の認定でも明らかであるが、路地上の通路部分を分筆して別の地

番、地目（公衆用道路）に変更した場合に、通路部分の土地の利用の状況によっては、当該建築物

の敷地は建築基準法上の道路に接道しなくなる場合も考えられる。これらの考えうる弊害を除去し

係争を未然に防止するため、旗竿形状の敷地については原則として許可の対象から除外するもので

ある。 

  （４）自己居住用の一戸建住宅の開発行為が、他の開発行為とする一体開発でないこと 

２以上の複数の開発区域が隣接する場合において、造成に伴う構造物、工事の時期、土木建設業

者等、開発工事の施工の状況から判断して造成工事が一体のものとして行われると考えられるとき

は、当該開発行為を一体開発として取り扱うこととなる。この場合の開発許可の申請は、土木建設

業者による一括申請又は造成主（建築主）各人の連名による一括申請となる。 

開発許可の基準（法第33条）の適用関係について、一体開発である開発行為は開発区域の接する

道路、公園、広場、その他の公共の空地等に関する技術基準、申請者の資力信用、工事施工能力審

査等に関して法第33条の許可基準との適合を要し、自己の居住用の開発行為と乖離した開発行為と

して取扱われることとなるため、複数の自己居住用の開発行為を一体開発することは適当でない。 

２以上の複数の開発工事が相隣接する場合には、同時に同一の土木建設業者が施工する等の一体
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開発とならないために、一の開発行為の工事の完了の公告（法第36条第３項）があった後でなけれ

ば別の一開発行為の申請ができないこととして申請時期の制限を行い、一体開発逃れにつながる開

発行為を未然に防止しようとするものである。 

  （５）申請適格者となる者は、自己用住宅を保有してないこと 

本条例が許可の対象とする一戸建の住宅は、建売住宅等のように取引を目的とした専用住宅等を

対象としたものでなく、真に自己の居住の用に供する住宅を必要とする者の自己用住宅を許可対象

とするものであることから、申請適格者となる者について、原則として自己用住宅を保有してない

こととしたものである。 

自己用住宅を保有してないとは、自己用住宅のある土地が著しく狭小で再建築が困難である場合

等も含まれ、売却等により自己用住宅を所有しなくなることが確実な場合については保有してない

ものとみなすものである。 

  （６）予定建築物の用途に、自己業務用の開発行為等が含まれてないこと 

   建築物の用途を「自己居住用の一戸建住宅」としたのは、自己の居住の用に供する建築物の場合に

限り開発行為等を許可しようとするものであって、自己の業務の用に供する建築物等の場合は、法

第34条第１号等の基準に基づき許可することで足りるからである。 

 

 

第２号 「条例住宅に係る建築物の用途変更」の許可に関する審査基準 

１ 要旨 

  都市計画法（以下「法」という。）第34条第11号の規定に基づき定められた「都市計画法に規定す

る開発行為等の許可の基準に関する条例（平成17年今治市条例第232号、以下「条例」という。）」に

基づく許可を受け適法に建築された建築物が、適法に使用された後、特にやむを得ない事情により

用途変更せざるを得ないもの。 

２ 用語説明 

 (1) 「適法に」とは、原則として許可(原始)を受けた者が建築物を建築し、保有し、継続して使用し

ている事実とする。ただし、相続等により建築物等の一般承継がなされている場合は、一般承継

人が保有し使用しているものについてはこの限りでない。 

 (2) 「特にやむを得ない事情」とは、建築主の死亡、借金の返済等のための譲渡等であり、３ 判断

基準(4)を参照。 

 (3) 「用途変更」とは、次の場合をいう。 

  許可(原始)を受けた者の自己用住宅 ―――→ 特定承継人の自己用住宅 

３ 判断基準 

  原則として条例に適合しなければならない。ただし、条例第３条第１項第２号及び同条例施行規則

（平成19年今治市規則第51号、以下「規則」という。）第５条の規定は適用しない。 

  「 建築物の審査 」 

  (1) 許可(原始)後、適法に建築され使用されていること。 

  「 用途変更に係る申請人（特定承継人）の審査 」 

  (2) 申請人自らが自己の居住の用に使用するものであること。 

  (3) 申請人は、申請適格者として条例に基づく許可(原始)を受け得る要件を満足していると認めら

れること。なお、用途変更申請時の状況で再度審査するため、許可(原始)時から災害危険区域等

が追加されることで許可を受けることができない場合もあることに注意すること。 

  「 許可(原始)を受けた者（被承継人）の審査 」 

  (4) 許可(原始)を受けた者の死亡、破産、競売等のように、自己の意志に基づかないで用途変更せ

ざるを得なくなったと認められるやむを得ない事情があること。 

   「 その他の事項 」 

   (5) その他、審査に必要と認められる事項の判断基準については、法第34条第14号に係る今治市開

発許可運用基準第22号「適法に使用された建築物の真にやむを得ない事情による用途変更」を準
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用する。ただし、条例住宅として再度許可するため、属人性は解除されない。 

４ その他 

  「許可の特例」 

   この基準による用途変更は、許可(原始)の目的からして当該許可の区域の全部についてなされるも

のであるが、許可(原始)の目的を損なわないために、やむを得ず許可(原始)の区域を分割等して、そ

の一部を用途変更せざるを得ない場合は、３判断基準（ただし、条例第３条第１項第２号（50戸連た

ん）や規則第５条（旗竿形状の敷地とならないこと）の規定を満たさない場合は用途変更を許可でき

ない。）及び次の基準のいずれにも該当しなければならない。なお、一方の区画に許可(原始)の目的

を継続させるための許可の申請と、他の区画を用途変更しようとする許可の申請は、１つの区域を分

割等する区画の変更を伴うので、いずれも法第29条第１項に基づく開発行為の許可申請によらなけれ

ばならない。 

   (1) 許可(原始)を受けた者に、許可(原始)の区域を分割等してその一部を譲渡等しなければならな

い、やむを得ないと認められる理由があること。 

   (2) 許可(原始)を受けた者が、分割後に用途変更しようとする土地の区域以外の区域を、引き続き

適法に使用することが確実であること。 

   (3) 許可(原始)を受けた者及び特定承継人の許可の申請は、条例第３条第１項から第４項のいずれ

にも適合すること。 

５ 留意事項 

 (1) 用途変更の許可の申請は、原則として、許可(原始)の区域の全部を目的としていることに留意し

なければならない。当該許可の申請は、法第42条又は第43条に基づいて、しなければならない。 

 (2) 上記にかかわらず４その他「許可の特例」により、許可(原始)の区域を分割等してその一部を用

途変更する許可の申請は、法第29条第１項の開発許可の申請となるため、条例第３条第１項から

第４項のいずれにも適合しなければ許可されないことに留意しなければならない。したがって、

申請の手続きは、次の方法によらなければ許可されないことに留意しなければならない。 

許可(原始)の１つの区域を２つの区域に分割する区画変更の開発許可の申請は、条例に基づく

許可の趣旨に照らすと、分譲性を有する開発行為（許可(原始)を受けた者が、区画分割して譲渡

すること（分譲）を目的としてする開発行為）は許可し得ないことから、１件で申請することが

困難であり、各区域ごとに申請しなければならない。この申請の手続きは、次の方法で順を追っ

て申請しなければならない。順を追わなければならないのは、規則第６条第２号の規定により、

同時に申請し許可を受けることが困難であるからである。 

１番目に、 

許可(原始)を受けた者が、法第29条第１項に基づき、許可(原始)の区域を減ずる区画の変更

の開発許可を申請しなければならない。 

許可の申請時点において、50戸以上の建築物の連たんが許可(原始)後に途切れてしまった場

合や、分割後の申請地の土地の形状が規則第５条に規定する旗竿の形状の敷地となる場合など、

条例の許可基準に適合せず許可されない場合があることに、特に留意しなければならない。 

４その他「許可の特例」に基づく基準の審査は、この開発行為の許可申請によって実質的に

なされることになるので、許可申請書には、当該基準に適合することを証する書面等を添付し

なければならない。 

申請人は、当該開発許可の内容に関する工事を行い、法第36条第１項に規定する工事の完了

を届け出なければならない。当該工事完了の届出により、法第36条第２項（検査済証）、第３

項（完了公告)の手続きがなされる。 

   法第36条第３項に規定する完了公告があった後、２番目に、 

用途変更する土地の区域を特定承継する特定承継人（譲受人）は、当該区域（区画）が新た

に形成されたことに伴い、法第29条第１項の開発許可の申請をしなければならない。特定承継

人の申請を２番目としたのは、次の理由があるからである。 

特定承継人が仮に１番目に申請したとしても、特定承継人が、４その他「許可の特例」に基

づく基準に適合することを証する書面等を添付することは極めて困難であり、実質的な審査が

出来ないであろうことが容易に想定できる。当該書面等の添付のない許可の申請は、実質的な

審査が出来ないために審査が留保され、当該書面等を追加して添付する等、申請書の補正がな

されない限り許可されず、特定承継人にとって不利益な処分となる。当該実質的な審査がなさ

れ許可が可能となった時点（２番目）で許可の申請をすることとしたのは、特定承継人の利益
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を保護しようとするからである。 

許可の申請時点において、50戸以上の建築物の連たんが許可(原始)後に途切れてしまった場

合、分割後の申請地の土地の形状が旗竿の形状の敷地となる場合や、所有権等がすでに移転し

ている場合など、条例の許可基準に適合せず許可されない場合があることに、特に留意しなけ

ればならない。 

申請人は、当該開発許可の内容に関する工事を行い、法第36条第１項に規定する工事の完了

を届け出なければならない。当該工事完了の届出により、法第36条第２項（検査済証）、第３

項（完了公告)の手続きがなされ、許可(原始)の区域の一部用途変更に係る一連の手続きが完

了することになる。 
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８ 法第34条第14号に係る今治市開発許可運用基準 

  本基準による開発行為は開発審査会の議を経て許可し得ることから、本号に該当する基準は、愛媛県

開発審査会に付議することができる愛媛県「開発許可制度の手引き」第４章に掲げる都市計画法第34条

第14号の愛媛県運用基準と同一の基準となっている。 

 

 

第１号 「分家住宅」 

１ 要旨 

市街化調整区域に関する都市計画の決定前より市街化調整区域において自己の土地を保有しつつ継

続して生活の本拠を有する農家世帯等が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする新規の住宅

確保のための開発行為又は建築行為で、当該地域における土地利用上調和の取れた範囲内で行われる

限り、これを認めるものである。 

許可の対象となる土地については、市街化調整区域に関する都市計画の決定前から、いわゆる本家

たる世帯が保有している土地であること。但し、敷地内通路については、この限りでない。 

許可を受け得る者の範囲については、本家の者及び本家の者に準ずる者とする。 

２ 用語説明 

(1) 「本家たる世帯」とは、許可の対象となる土地を線引き時に保有している者又はその者と直系血

族の関係を持つ者及びこれに準ずる者が構成している世帯。 

(2) 「本家の者」とは、許可の対象となる土地を線引き時に保有している者と直系血族の関係を持つ者。 

(3) 「本家の者に準ずる者」とは、許可の対象となる土地を線引き時に保有している者から相続した

者（以下「親」という。）が親がわりとなり養育してきた兄弟姉妹、本家の者の配偶者（内縁及び

婚約者も含む）並びに配偶者の連れ子等、親と直系の関係を持つと同視できる者。 

(4) 「敷地内通路」とは、開発区域のうち通路としてのみ使用する土地をいう。 

３ 判断基準 

(1) 本家たる世帯が非農家であっても、農家と同様の取り扱いとする。 

(2) 線引き前から保有していた土地と交換分合により取得した土地及び公共事業により線引き前から

保有していた土地の代替地として取得した同等規模の土地を含める。 

(3) 許可の対象となる土地は、原則として既存集落内に位置すること。ただし、土地の所有状況等か

ら判断してやむを得ない場合は、この限りでない。 

(4) 許可の対象となる土地は、許可を受ける者が、相続又は贈与により既に取得している土地を含む。 

(5) 許可に当っては、次に掲げる項目に照らして、必要性及び確実性を判断する。 

イ 結婚等、独立して世帯を構成する合理的事情。 

ロ 予定建築物の規模、構造等（自己の居住用の１戸の専用住宅であること）。 

ハ 申請地と職場との距離関係。 

(6) 申請人及びその配偶者（内縁及び婚約者を含む。）並びにその本家たる世帯が、市街化区域に建

築に適した土地を保有していないこと。 

「建築に適した土地を保有していない」とは、保有している敷地が、既に建築物が建築され利用さ

れており新たな建築物が建築不可能な場合、又は敷地が狭小（100㎡以下）な場合をいう。 

(7) 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

(8) 開発を受ける土地の面積は165㎡以上500㎡以下のものであること。 

(9) 但し書きを運用する場合の敷地内通路の条件 
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イ 敷地内通路を新たに設ける必要がない土地が、原則として他にないこと。 

ロ 敷地内通路は、建築基準法上の道路に接するための必要最小限の範囲であり、この土地が、本

家たる世帯の保有でない場合は、開発許可に伴い申請者に所有権移転する土地であること。 

 

第２号 「市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業により、移転しなければならない場合」 

１ 要旨 

市街化調整区域内に存する建築物が収用対象事業の施行により移転しなければならない場合におい

て、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築される建築物を対象

とする。 

また、市街化区域内に存する建築物が収用対象事業により移転しなければならない場合で、これに

代わるべきものとして市街化調整区域内で行なうことが事情やむを得ないと認められるものも同様の

扱いとするが、本来、市街化区調整区域への移転は認められないものである事に鑑み、市街化を促進

するおそれのない場合や、市街化調整区域への移転以外の方法がない場合、市街化調整区域内に既に

適地を保有している場合、起業者のあっせんによる場合等に限るものとする。 

２ 用語説明 

(1) 「収用対象事業」とは、土地収用法第３条各号に規定する事業以外に、次に揚げる事業を含むも

のとする。 

① 松山空港の周辺の住宅等が「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止に関する

法律」第９条の規定により市街化調整区域に移転する場合の事業。 

② 建築基準法第39条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転として、次に揚げる建築物の

移転を対象とする。 

イ がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転 

ロ 地すべり等防止法の規定による承認を得た関連事業計画に基づく移転 

ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の勧告に基づく移転 

ニ 建築基準法第10条第１項の命令に基づく移転 

ホ その他、法令、条例、要網に基づくイからニと同等と認められる移転 

(2) 「移転しなければならない場合」とは、原則として補償内容が建築物を取壊して他の土地へ移転

する場合であり、残地に建築することが不可能な場合に限られる。ただし、他の土地と残地とを一

体利用する土地に建築物を移転する場合も含む。 

(3) 「同一規模」とは 

① 自己の居住の用に供する建築物の場合 

延べ面積は、従前の1.5倍以下とするが、狭小なものについては、280㎡以下とする。 

敷地面積は、従前の1.5倍以下、若しくは500㎡以下とする。 

② 自己の業務の用に供する建築物及び自己用以外の建築物の場合 

延べ面積、敷地面積ともに原則として、従前の面積の1.5倍以下とする。 

ただし、１棟に複数戸ある集合住宅等については、同一戸数以下とする。 

３ 判断基準 

（1）「市街化調整区域内で行うことが事情やむを得ない」とは、次に該当するものとする。 

 イ 収用事業と都市計画制度の調整を図るため、収用地が属していた市街化区域と同一の市町であ

って、同一の生活圏（同一又は隣接する自治会及び校区の範囲）を構成している市街化調整区域

への移転であって、やむを得ないと認められる場合。 
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 ロ 収用の対象となる建築物が自己の業務の用に供する建築物及び自己用以外の建築物（業務用の

建築物については、収用される時点で業務を行っていたものに限る。）である場合に、市街化調

整区域に大部分の取引先が集積している場合等の業務運営上の事情を考慮する必要がある場合。 

 ハ 収用を機会として、自己の直系血族が居住する市街化調整区域に転出し、当該直系血族と同居

する場合等でやむを得ないと認められる場合。なお、同居にあたり、親族の住居を改築し又は隣

接地に土地を求める場合のほか、近隣が密集している等の事情がある場合には、同居と同一視で

きる隣地（親族の住居から概ね200メートル以内）についてもやむを得ないと認められるものは

同様とする。 

 二 「市街化調整区域内に既に適地を保有している場合」とは、被収用者において、従前から代替

予定地としてではなく、市街化調整区域内に適地を保有しており、あえて市街化区域内に求めさ

せる合理的事情に乏しい場合をいう。 

 ホ 「起業者のあっせんによる場合」とは、起業者において、事前に許可権者との調整のうえ、土

地をあっせんする場合とする。 

 へ 上記のほか、収用の対象となる土地の存する市街化区域又は隣接地域が密集しており、土地を

当該市街化区域又は隣接地域内に求めることが極めて困難である場合等も事情やむを得ない場合

には認める場合もあるが、これは異常な地価高騰等により土地需要が逼迫している等により、当

該市街化区域又は隣接地域内に移転先を求めることが期待できないと認められる場合に限られる

こと。 

(2) 移転先の土地については、下記に該当するものであること。 

イ 建築物の用途及び地域の土地利用に照らし適切な位置であること。 

ロ 農業振興地域内の農用地でないこと。 

ハ 予定建築物が周辺の土地利用及び環境と調和のとれたものであること。 

ニ 収用地と同一都市計画区域内であること。 

ホ 自己の居住の用に供する建築物の場合には、既存集落内に位置する土地であること。 

(3) 収用地には建築物が存在すること。ただし、既存の権利を届け出ている土地（法第34条第13号）、

又は収用対象となる時点までに建築確認を受けているものについては、その予定していた建築物を

対象に含めるものとする。 

(4) 収用を受けて許可申請までの期間は、２年とする。ただし、やむを得ない合理的な事情を裏付け

る客観的な事実が認められる場合は、最大経過期間を５年とする。 

 

 第３号 「社寺、仏閣及び納骨堂」 

１ 要旨 

原則として、当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連し

た施設を対象とするが、その他の宗教活動上の施設であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域

における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するものも含むものと

する。 

２ 用語説明 

(1) 「住民の日常の宗教的生活に関連した施設」とは、既存集落等における地域的性格の強い鎮守、

社、庚申堂、地蔵堂等を構成する建築物とする。 

(2) 「その他の宗教活動上の施設」とは、原則として宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及び

これに付属する社務所、くり等をいい、原則として宿泊施設、休憩施設及び葬儀場は含まない。 
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３ 判断基準 

(1) その他の宗教活動上の施設は規模、構造及び設計等がこれら宗教活動上の必要に照らしふさわし

いものとすること。 

(2) 宿泊施設及び休憩施設は宿泊を伴う宗教活動を行うことに意義が認められるもの、社務所等と兼

用される小規模な休憩施設等までも全面的に排除するものではない。 

 

第４号 「既存集落内において建築する自己用住宅」 

１ 要旨 

既存集落内において、市街化調整区域に関する都市計画が決定される以前から保有していた土地

（但し、敷地内通路については、この限りではない。）に自己の居住の用に供する建築物を建築する

もの。 

２ 用語説明 

(1) 「既存集落」とは、相当数の建築物（おおむね50戸を基準とする。）が連たんしているものをい

い、自然的条件及び社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる

集落をいう。 

「自然的条件」とは、地形、地勢及び地物をいう。 

「社会的条件」とは、地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施

設利用の一体性をいう。 

(2) 「以前から保有していた土地」には、保有していた直系の者から相続又は贈与により取得した土

地を含み、線引き前から保有していた土地と交換分合により取得した土地及び公共事業により線引

き前から保有していた土地の代替地として取得した同種・同等規模の土地を含む。 

(3) ｢敷地内通路｣とは、開発区域のうち通路としてのみ使用する土地をいう。 

３ 判断基準 

(1) 既存集落の範囲の設定に当っては、例えば町村合併前の旧町村役場を中心として発達した集落、

主要道路の沿線に発達した集落等集落形成発展の態様を踏まえ実情に即した取扱いをすること。 

(2) ふさわしい規模、構造設計である自己の居住用の１戸の専用住宅とする。 

(3) 自己の住宅を保有していないこと。ただし、現在の居住している住居が過密（不適格建築物等を

いう。）、狭小（100 ㎡以下の敷地）、被災、立退き、借家等の特別の事情がある場合はこの限り

でない。 

(4) 市街化区域に建築に適した土地を保有していないこと。 

「建築に適した土地を保有していない」とは、保有している敷地が、既に建築物が建築され利用

されている場合、敷地が狭小（100㎡以下）な場合をいう。 

(5) 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

(6) 開発を受ける土地の面積は165㎡以上500㎡以下のものであること。 

(7) 但し書きを運用する場合の敷地内通路の条件 

イ 敷地内通路を新たに設ける必要がない土地が、原則として他にないこと。 

ロ 敷地内通路は、建築基準法上の道路に接するための必要最小限の範囲であり、開発許可に伴い

申請者に所有権移転する土地であること。 
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 第５号 「地区集会所その他法第29条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設」 

１ 要旨 

地区集会所等準公益的な施設である建築物であり、町内会・自治会等の自治組織において運営され、

適正な管理が行われるものとする。 

２ 用語説明 

「地区集会所等」とは、地区集会所、集落青年館、公民館（社会教育法によるものを除く）等の施

設をいう。 

３ 判断基準 

(1) レジャー的な施設、その他他の目的の建築物と併用されるものでないこと。 

(2) 農林漁業生活改善施設その他の制度的に当該施設の公益性が担保されているものについては法第

34条第１号に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

 

第６号 「既存建築物の建替」 

１ 要旨 

市街化調整区域内において、従前の建築物の敷地の範囲内で行われる既存建築物の建替であり、用

途の変更を伴わないもので、周辺の土地利用の状況からみて適切なもの。 

２ 用語説明 

「既存建築物」とは、市街化調整区域となった時点ですでに適法に建築されている建築物及びその

後適法に建築され、現在に至るまで継続して適法に使用されている建築物をいう。 

３ 判断基準 

(1) 建築物の規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大でないこと。 

(2) 原則として、従前の建築物と同一の用途であること。 

(3) 従前の建築物と同一敷地内で建築されること。 

(4) 建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の1.5倍以下で、その構造及び用途が従前

の建築物とほぼ同一であるものについては、許可を要しない「改築」として取扱うものとする。 

 

第７号 「レクリェーションのための施設を構成する建築物」 

１ 要旨 

市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクリェーションのための施設を構成する

次に掲げる建築物 

 (1) 第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設（キャンプ場・スキー場等）であって管理

上又は利用上必要最小限不可欠である建築物であり、下記の項目を満足するもの。 

イ キャンプ場等の施設自体が周辺の環境等に適合し、かつ、地域の土地利用計画に整合した内容

のもの。 

ロ 管理棟、バンガロー等必要最小限の施設である建築物であって周辺の自然環境に調和した簡素

なもの。 

ハ 用途の変更が容易なものでないこと。 

ニ 自然公園法、その他の法令に適合していること。 

(2) 第二種特定工作物である運動・レジャー施設の併設建築物として宿泊施設は次の各要件を満たす

ものについては個別に検討していく。 

イ 利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。 
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ロ 市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。 

２ 判断基準 

(1) 要旨の(1)、(2)に掲げた建築物については、建築を目的とした開発許可又は建築許可を受ける必

要がある。 

(2) 第二種特定工作物の管理上又は利用増進上併設されるクラブハウス等は当該クラブハウス等の建

築を目的とした開発許可又は建築許可は受ける必要はない。 

(3) 第二種特定工作物に該当しない１ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物については

法第43条の規定の適用があるので、その規模、設計、配置、内容等に照らし、実情に応じた取り扱

いをする。 

 

第８号 「市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅等」 

１ 要旨 

既存集落内において、市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に住宅等を建築する

場合の建築行為又は開発行為は、当該地域の良好な住環境の保全を図り、コミュニティの形成に寄与

するものについて、本運用基準により許可できるものとする。 

２ 用語説明 

「既存集落」とは、相当数の建築物が連たんし、自然的条件及び社会的条件に照らして一体的な日

常生活圏を構成していると認められる地域をいう。 

３ 判断基準 

(1) 相当数の建築物が連たんしている地域とは、建築物（付属建築物は除く。）の敷地が50ｍ以内の

間隔で50戸以上連たんする地域であること。 

(2) 市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地の判断は、次に掲げるいずれかの要件に

よるものとし、かつ、その後現在に至るまで継続して当該要件に該当している土地であること。 

イ 土地登記事項証明書上の地目が線引き前に宅地として登記されている土地（登記日により確認

ができるもの） 

ロ 固定資産税が宅地として課税されている土地 

ハ 旧都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「旧法」という。）第43条第１項第６号ロの確認

を受けた土地。 

ニ その他宅地であったことが、客観的かつ明確に判断できる土地 

(3) 予定建築物の用途は、建築基準法第48条第２項に規定する第二種低層住居専用地域内に建築でき

る建築物（同法別表第２（ろ）項に掲げる建築物）とする。ただし、同法別表第２（ろ）項２号の

建築物については延床面積を300㎡未満とする。 

(4) 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

(5) 予定建築物の敷地（分譲宅地等であれば１区画）の面積は、原則として165㎡以上とする。 

ただし、現に存する（平成13年５月17日時点）敷地面積が165㎡未満である等やむを得ないと認

められる場合は、この限りでない。 

４ 留意事項 

(1) 申請地の面積に関わらず、主として建築物の建築の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行

う場合は開発行為であり、都市計画法第29条第１項の開発許可を受けるものとする。 

(2) 開発行為にあって、当該土地への既存取付道路の整備（拡幅、隅切りを含む。）、排水施設の整

備等の公共施設の整備に必要な土地は、開発区域に含めて差し支えない。 
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(3) 建築物の建築に際し、(1)の開発行為を伴わない場合は、都市計画法第43条第１項の許可を受け

るものとする。 

第９号 「研究施設」 

１ 要旨 

研究対象が市街化調整区域に存在すること等の理由により、当該市街化調整区域に建設することが

やむを得ないと認められる研究施設。 

２ 判断基準 

(1) 市街化区域の適地（用途地域）に建築することにより、目的の達成が可能でないか、著しく不便

となるものでないか等により判断する。 

(2) 研究目的等よりして研究施設が適当に配置されているか、規模が著しく過大なものでないか、他

用途を目的としたものでないか等検討する。 

 

第10号 「土地区画整理事業完了区域内の建築物」 

１ 要旨 

土地区画整理事業の施行された土地の区域内における建築物。 

２ 判断基準 

土地区画整理法第９条第２項の規定により、市街化調整区域内において土地区画整理事業を行おう

とする場合には都市計画法第34条に該当する市街化調整区域内で開発可能な事業に限って認められる

ものであるから、当初の認可どおりの土地区画整理事業であれば許可することは問題ない。 

したがって土地区画整理事業の認可に際しても、開発審査会の議を経ておく必要がある。 

 

第11号 「指定既存集落内の自己用住宅等」 

１ 要旨 

独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落（以下「指定既存集

落」という。）であって、当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ

同程度にある集落において建築することがやむを得ないと認められる次の各号の建築物 

(1) 自己用住宅 

(2) 分家住宅 

(3) 小規模な工場（原則として当該既存集落に、当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され又は

当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から生活の本拠を有する者が設置するものに限る。） 

(4) 公営住宅（主として当該既存集落に居住する者を入居対象とする目的で建設されるものに限る。） 

２ 判断基準 

(1) 自己用住宅 

① 申請者 

イ 線引き前から引き続いて当該指定既存集落内に生活の本拠を有している者、ただし線引後、

収用移転により、生活の本拠を有することとなった者も審査の対象とする。 

ロ 現住居が、過密、狭少、被災、立ち退き、借家等の事情のある場合等社会通念に照らし、新

規に住宅を建築することがやむを得ないと認められる者。 

ハ 現居住地及び申請地以外の建築可能地を所有していない者。 

② 申請地等 

イ 許可は指定既存集落内又はその辺縁部において行うこととする。 
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「辺縁部」とは、申請地が境界線に接すること。 

ロ 農業振興地域内の農用地でないこと。 

ハ 申請地が自己所有地以外の場合は購入するものであること。 

ニ 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

ホ 申請地面積は165㎡以上500㎡以下であること。 

ヘ 申請にかかる予定建築物は１戸の自己専用住宅であること。 

(2) 分家住宅 

① 申請者 

イ 線引前から引き続いて当該指定既存集落内に生活の本拠を有する本家の者又はこれらの者に

準ずる者。ただし、線引き後、収用移転により、生活の本拠を有することとなった世帯の者及

びその者と直系血族の関係を持つ者等も含む。 

ロ 現居住が過密、狭少、立ち退き、借家等、社会通念に照らし、新規に住宅を建築することが

やむを得ないと認められる者。 

ハ 現居住地及び申請地以外の建築可能地を所有していない者。 

② 申請地等 

イ 許可は指定既存集落又はその辺縁部において行うものとする。 

ロ 農業振興地域内の農用地でないこと。 

ハ 申請地が本家の所有地以外の場合は、購入するものであること。 

ニ 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

ホ 申請地面積は165㎡以上500㎡以下であること。 

ヘ 申請にかかる予定建築物は１戸の自己専用住宅であること。 

(3) 小規模な工場等 

① 申請者 

イ 線引き前から引き続いて当該指定既存集落内に生活の本拠を有している者。ただし、線引き

後、収用移転により生活の本拠を有することとなった者も審査の対象とする。 

ロ 申請にかかる施設を経営、所有しようとする者。 

ハ 定年、退職等の事情がある場合等、社会通念に照らし、自己の生計を維持するため新規に事

業を営むことがやむを得ないと認められる者。 

② 申請地 

イ 許可は指定既存集落又はその辺縁部において行うものとする。 

ロ 農業振興地域内の農用地でないこと。 

ハ 申請地面積は1,000㎡以下であること。 

③ 申請に係る予定建築物 

イ 工場、事務所、店舗又は運動、レジャー施設であること。 

ロ 周辺における土地利用と調和の取れたものであること。 

ハ 予定建築物の延べ面積は、300㎡以下であること。 

(4) 公営住宅 

イ 市町が国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設であること。 

ロ 入居対象者は、主として当該指定既存集落及びその周辺の地域に居住している者であること。 

ハ 規模がその入居対象者を勘案して、適切なものであること。 

３ 指定既存集落 
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指定既存集落として知事が指定する集落は次のとおりとする。 

今治市（５）今治市延喜甲349番地外で形成している既存集落 

（６）今治市五十嵐13番地３外で形成している既存集落 

（７）今治市上徳甲394番地４外で形成している既存集落 

（８）今治市松木６番地１外で形成している既存集落 

（９）今治市玉川町大野甲151番地１外で形成している既存集落 

 

 第12号 「地域経済牽引事業の用に供する施設」 

１ 要旨 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）第14

条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第11条第２項第１号に規定する土地利用

調整区域内において整備される同法第13条第３項第１号に規定する施設 

２ 判断基準 

申請者は地域経済牽引事業の実施主体である者であること。 

 

第13号 「特定流通業務施設」 

１ 要旨 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（以下「物流総合効率化法」という。）に規定す

る認定総合効率化計画に記載された特定流通業務施設 

２ 用語説明 

「特定流通業務施設」とは、流通業務施設（トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をい

う。）であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する

機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分け及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図る

ための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供す

る設備を有するものをいう。（物流総合効率化法第２条第３号） 

３ 判断基準 

(1) 申請者 

物流総合効率化法による認定を受けた総合効率化計画を実施する者。 

(2) 申請地 

当該施設は周辺環境に与える負荷が大きいことから、土地利用に関し、都市計画区域マスタープ

ランに齟齬をきたすことなく、かつ、都市計画マスタープランに適合している区域に位置する土地

であること。 

(3) 申請に係る施設等 

① 物流総合効率化法第５条第２項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第２条第３号

に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第２条第２項に規

定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第６項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に

供される施設又は倉庫業法第２条第２項に規定する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉

庫であること。 

② 物流総合効率化法第４条第８項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通

業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行う

ことが困難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。 
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③ 周辺の土地利用と調和の取れた施設であること。 

 

第14号 「優良な有料老人ホーム等」 

１ 要旨 

  次の要件に該当する有料老人ホーム等であって、その立地がやむを得ないと認められるもの。 

 （1） 予定建築物の用途は、次のいずれかに該当するものであって、福祉部局又は住宅部局との十

分な連絡調整の上、安定的な経営確保が確実と判断されるものであること。 

   ア 老人福祉法第29条第１項に基づく届出が必要な有料老人ホームであって、当該施設の設置及

び運営について「愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針」における基準に適合するもの。 

   イ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項の規定に基づく登録が見込まれるサービ

ス付き高齢者向け住宅（状況把握サービス及び生活相談サービスのみを行うものを除く。）で

あって、同法第23条の規定により老人福祉法の特例として、老人福祉法第29条第１項から第３

項までの規定が適用されないもの。 

 （2） 上記（1）の施設は、介護保険法第70条第１項に基づく特定施設入居者生活介護事業所、同法

第78条の２第１項に基づく地域密着型特定施設入居者生活介護事業所又は同法第115条の２第

１項に基づく介護予防特定施設入居者生活介護事業所（以下「特定施設入居者生活介護事業

所」という。）の指定を受ける見込みのあるものであること。 

 （3） 上記（2）に該当しない施設については、当該有料老人ホームが、市街化調整区域に既に立地

する病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等に隣接して設置され、それらの病院等の施

設が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合等の特別な事情がある場

合に限り認められるものであること。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

原則として、申請に係る施設を経営、所有しようとする者であること。また、個人経営でないこ

と。 

(2) 申請地 

  次の①から③までのいずれかの条件に該当し、かつ④に必ず該当すること。 

① 市街地化調整区域に立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療看護機能と密接に連

携しつつ隣接地又は近隣に立地する必要がある場合等、施設の機能、運営上の観点から市街化区

域に立地することが困難又は不適当であること。 

② 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合。 

③ 当該施設が提供するサービスの特性から、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認めら

れる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合。 

④ 立地しようとする区域を管轄する市町長が福祉施策、都市計画等の観点から総合的に判断して

支障がないと認めた土地であり、申請者において、福祉担当部局から市街化調整区域内に立地し

なければならない理由を付した意見書を、都市計画担当部局から市街化調整区域内に立地するこ

とがやむを得ず、かつ当該市町の都市計画に支障がない理由を付した意見書を徴すること。 

(3) 申請に係る施設等 

① 年金資金運用基金、独立行政法人福祉医療機構等の公的融資を受けて設置されるもの。ただし、

公的融資を受けられないものであっても、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断さ

れるものについてはこの限りでない。 
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② 入居一時金及び利用料に関する愛媛県の基準に従い、適正な料金設定がなされていること。 

③ 権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであること。 

   ④ 介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けるものについては、特定施

設入居者生活介護事業所の指定書の写し又は指定確約書（当該指定を行う市町等の地方自治体の

長が発行するものであること）を申請書に添付すること。 

 

第15号 「事業所等の従業員住宅、寮等」 

１ 要旨 

法第34条第１号から第14号までの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所及び従前から当該

市街化調整区域に存する事業所（以下「既存の事業所等」という。）において業務に従事する者の住

宅、寮等で特に当該土地の区域に建築することがやむを得ないと認められるもの。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

① 許可を受けた開発行為に係る事業所等の経営者又は所有者であること。 

② 申請に係る施設を経営、所有しようとする者であること。 

(2) 申請地 

既存の事業所等又は一体的に計画される事業所等の立地予定地が属する既存集落内もしくは隣接

する地域であること。 

(3) 申請に係る施設等 

① 従業員住宅、寮、研究施設及び福利厚生施設に限ること。 

② 事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案のうえ適切な規模のものであること。 

３ 「既存の事業所等」とは、次に掲げる事業所をいう。 

(1) 法第34条第１号から第13号該当の法第29条の開発許可又は政令第36条第１項第３号イ、ロ該当の

法第43条の建築許可を受けた事業所。 

(2) 開発審査会に付議して開発許可又は建築許可を受けた事業所。ただし、市街化調整区域に関する

都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された（以下「線引き」とい

う。）後に、いわゆる既存宅地の開発許可を受けて（既存宅地の確認を含む。）、新規に事業を開

始した事業所は除く。 

(3)線引き時点より同一の土地において事業を継続して行っている事業所又は開発許可及び建築許可

の適用除外の事業所。 

 

第16号 「介護老人保健施設」 

１ 要旨 

地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮した規模のものであって、協力

病院が近隣に所在する等市街化調整区域に立地することがやむを得ないと認められる介護老人保健施

設。ただし、社会福祉法第２条第３項に規定する第二種社会福祉事業の用に供するものは運用基準第

17号を参照のこと。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

原則として、申請に係る施設を経営、所有する地方公共団体、医療法人、社会福祉法人及びその

他厚生労働大臣が定めるもの。 



 28

(2) 申請地 

① 協力病院が近隣に所在すること。 

② 当該市町長が、福祉施策の観点から総合的に判断して支障がないと認めた土地であること。 

(3) 申請に係る施設等 

地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮した規模のものであり、他の

地域からの利用を数多く想定した大規模な施設でないこと。 

 

第17号 「社会福祉施設」 

１ 要旨 

社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法第２条第１項に規

定する更生保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」という。）であって、設置及び運営が

国の定める基準に適合するもので、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがない

と認められ、かつ、福祉政策の観点から総合的に判断して支障がないと認められるもの。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

原則として、申請に係る施設を自らが所有し、経営する地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、

学校法人及びその他主務大臣が定めるもの。 

(2) 申請地 

  次の①から③までのいずれかの条件に該当すること。 

① 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉

施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場合 

② 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合 

③ 当該施設が提供するサービスの特性から、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認めら

れる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合 

 

第18号 「医療施設関係」 

１ 要旨 

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規

定する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであり、その位置、規

模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、医療政策の観点から総合的に

判断して支障がないと認められるもの。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

原則として、申請に係る施設を自らが所有し、経営する地方公共団体又は医療法人であること。 

(2) 申請地 

  次の①から③までのいずれかの条件に該当すること。 

① 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発区域周

辺の交通基盤等の活用が必要と認められる場合 

② 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要

と認められる場合 

③ 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合 



 29

 

第19号 「学校関係」 

１ 要旨 

その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教育

環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街化調整区域

に立地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化

を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文教政策の観点から総合的に判断し

て支障がないと認められるもの。 

２ 判断基準 

(1) 申請者 

原則として、申請に係る施設を自らが所有し、経営する国、地方公共団体又は学校法人であること。 

(2) 申請地 

  次の①から③までのすべての条件に該当すること。 

① 当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であること。 

② その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められること。 

③ 当該開発区域を含む文教政策の観点から支障がないこと。 

 

 

第20号 「最低限必要な管理施設」 

１ 要旨 

既存の適法な土地利用がなされていると認められる土地において、その土地利用を適正に行うにあ

たり、やむを得ないと認められる最低限必要な管理施設。 

２ 用語説明 

(1) 「適法な土地利用がなされていると認められる土地」とは、土地の利用目的、物理的形状等から

見て一体と認められる土地の区域について、その主たる利用目的が建築物又は特定工作物に係るも

のでないと認められる土地で、次にあげる施設の用に供するものとする。 

① 駐車場 

② 資材置場 

③ 産業廃棄物処理施設。ただし、建築基準法第51条による敷地の位置決定している施設は除く。 

④ その他、都市計画法上の開発行為に該当しない行為により造成された土地あるいは現況の土

地において利用されている施設（以下「その他の施設」という。）。 

(2) 「既存」とは、許可申請時において現に利用されている時点、及び新規に「適法な土地利用がな

されていると認められる土地」の利用目的で土地造成等が行われ完了した時点とする。 

(3) 「管理施設」とは、「適法な土地利用がなされていると認められる土地」の維持管理等の上で、

付属的に併設される施設であり、当該土地に建築することに格段の合理性がある施設とする。 

なお、管理施設内で営業、接客が行われる等、それ自体独立して機能を果たすと認められる施設

は、該当しない。 

３ 判断基準 

(1) 周辺の土地利用に支障を及ぼさないこと。 

(2) 管理施設の規模は、次のとおりであること。ただし、既存の土地利用を適正に行うためにやむを

得ないと認められるものは、この限りではない。 
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① 駐車場（延べ面積３０㎡以内） 

② 資材置場（延べ面積３０㎡以内） 

③ 産業廃棄物処理施設（延べ面積８０㎡以内） 

④ その他の施設（延べ面積３０㎡以内） 

 

第21号 「既存住宅の増築等のためやむを得ない場合の敷地の拡大」 

１ 要旨 

既存の住宅において、居住している者が、やむを得ない事情により当該住宅敷地の拡大をし、用途

の変更を伴わずに増改築等を行うもの。 

２ 用語説明 

(1) 「既存の住宅」とは、適法に建築された建築物にあって適法に使用された自己の居住の用に供す

る住宅をいう。 

(2) 「居住している者」とは、既存の住宅に現在又は過去において５年以上居住している者及びその

者の配偶者等をいう。 

(3) 「当該住宅敷地」とは、線引き後２区画以上に分割されていない敷地をいう。 

(4) 「増改築等」とは、１戸建ての既存の住宅の増築、改築及び１戸建て既存の住宅と用途上不可分

の関係にある離れの新築をいう。 

３ 判断基準 

(1) 許可に当たっては、次に掲げる項目に照らして、必要性及び確実性を判断する。 

イ 世帯構成員が増加し現住居が過密となった等の合理的事情。 

ロ 予定されている増改築等の規模、構造等。 

(2) 従前の敷地が次のいずれかに該当し、敷地の拡大がやむを得ないと認められること。 

イ 従前の敷地が165㎡未満であること。 

ロ 申請に係る予定建築物が適正な規模であり、当該建築物の建築後における全建築面積の従前敷

地面積に対する割合が７／10を超えること。 

なお、従前の敷地面積が500㎡を超える場合、及び線引き後宅地分割された敷地についての拡

大は認めない。 

(3) 拡大後の建築物の延べ面積の合計は、従前の1.5倍以下とするが、狭小なものについては、280㎡

以下とする。 

(4) 拡大後の敷地面積は、申請に係る予定建築物建築後の全建築面積の全敷地面積に対する割合が

４／10以上７／10以下であり、500㎡を超えない範囲とする。 

(5) 周辺の土地利用に支障を及ぼさないこと。 

(6) 既存宅地の敷地拡大にあっては、将来にわたって拡大部分は既存宅地になり得ないことを申請者

が承知していること。 

 

第22号 「適法に使用された建築物の真にやむを得ない事情による用途変更」 

１ 要旨 

市街化調整区域に関する都市計画の決定後、適法に建築された建築物が相当期間適法に使用された

後、特にやむを得ない事情により用途の変更をせざるを得ないもの。 

２ 用語説明 

(1) 「相当期間」とは、原則として１０年以上とする。ただし、死亡、倒産等のように、自己の意志
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に基づかないで用途変更せざるを得なくなったと認められる場合にはこの限りでない。 

(2) 「特にやむを得ない事情」とは、住宅にあっては、建築主の死亡、建築後発生した借金の返済等

のため競売に付されて競落されたもの等であり、また、住宅以外のものにあっては、経済・社会情

勢の変動に伴う転廃業、経営の悪化に伴い競売に付されて競落されたものである。 

(3) 「用途変更」とは、次のような場合等をいう。 

① 既存の権利に係る住宅―――――――――→ 一般住宅 

② 農家住宅―――――――――――――――→ 一般住宅 

③ 分家住宅―――――――――――――――→ 一般住宅 

④ 収用移転住宅―――――――――――――→ 一般住宅 

⑤ 法第34条第１号による店舗併用住宅―――→ 一般住宅 

⑥ 既存の権利に係る工場等――――――――→ 一般工場等 

⑦ 収用移転工場等――――――――――――→ 一般工場等 

⑧ 農業用施設――――――――――――――→ 非農業用施設 

３ 判断基準 

(1) 用途変更後の営業活動が従前のそれと同程度であり、新たに周辺の市街化を促進する恐れがない

と認められること。 

(2) 新たな用途の建築物とすることについて、周辺の環境に支障がないと認められること。 

(3) 新たな用途とする建築物の増改築に当たっては、従前と同一敷地内で行われるとともに、建築物

の延べ面積が、原則として従前の1.5倍以下であること。ただし、新たな用途とする建築物が一般

住宅においては、従前の建築物が狭小な場合、280㎡以下とする。 

(4) 申請人自らが自己の居住又は自己の業務の用に使用するものであること。 

(5) 住宅に係る許可に当たっては、次に掲げる項目に照らして、必要性及び確実性を判断する。 

イ 結婚等、独立して世帯を構成する合理的事情。 

ロ 自己の住宅を保有していないこと。ただし、現在の居住している住居が過密（不適格建築物等を

いう。）、狭小（100㎡以下の敷地）、被災、立ち退き等の特別の事情がある場合はこの限りでない。 

ハ 申請地と職場の距離関係。 

(6) 市街化区域に建築に適した土地を保有していないこと。 

「建築に適した土地を保有していない」とは、保有している敷地が、既に建築物が建築され利用

されている場合、敷地が狭小（100㎡以下）な場合をいう。 

(7) 「死亡」の場合については、相続人が当該建築物を使用出来ない状況が明らかであること。また、

「借金」、「転廃業」及び「経営の悪化」の場合については、それを裏付けるだけの客観的事実が

あること。 

(8) 収用移転に伴い許可を得て建築された建築物については、移転せざるを得なかった経緯を考慮し

譲渡の場合も認められる。 

(9) 上記の基準により許可を得て用途変更したものは、適法に建築された建築物の属人性を解除さ

れたものとして扱う。ただし、用途変更後は、相当期間（２(1)と同様の扱い）、自己用として適切

に使用することとし、その後、第三者に譲渡等を行う場合にあっても周辺の環境に支障がない用途

とすること。 
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 第23号 「地方公共団体等が開発し分譲した宅地に建築する住宅」 

１ 要旨 

市街化調整区域内において、平成19年11月29日までに地方公共団体等が開発し分譲した宅地におい

て、自己の居住の用に供する建築物を建築する行為については、当該地域の良好な住環境の保全を図

り、コミュニティの形成に寄与するものとする。 

２ 用語説明 

  「地方公共団体等」とは、県、事務処理市、県若しくは事務処理市が設置団体となっている組織

（住宅供給公社及び土地開発公社等）をいう。 

３ 判断基準 

(1) 予定建築物の用途は、建築基準法第48条第１項に規定する第一種低層住居専用地域内に建築でき

る建築物のうち、同法別表第２（い）項第１号および２号に掲げる建築物（長屋を除く）であるこ

と。 

(2) 予定建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

(3) 予定建築物の敷地（１区画）の面積は、165㎡以上とする。ただし、現に存する（令和３年４月

１日時点）敷地面積が165㎡未満である等やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 

(4) 現に存する敷地又はこれに隣接する土地を含む区域の区画を変更する場合にあっては、原則と

して、区画数の増加がないものとすること。 

 

第24号 「その他」 

これら以外の事例についても地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の

状況、市街化区域と市街化調整区域に係る区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、当該開発行為又

は建築行為の目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図

るものとする。 

 

 

 

 

附 則 

この基準は、平成17年1月16日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この基準は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律（平成18年法律

第46号）の施行の日（平成19年11月30日）から施行する。 

附 則 

この基準は、平成20年1月28日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて、適用する。 

 附 則 

この基準は、平成21年7月1日から施行する。 

 附 則 

この基準は、平成22年2月1日から施行する。 
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 附 則 

この基準は、平成26年4月1日から施行する。 

 附 則 

この基準は、平成27年7月1日から施行する。 

 附 則 

この基準は、平成28年1月4日から施行する。 

 附 則 

この基準は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和5年10月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて、適用する。 

 

 

 

 


